
障
害
者
計
画
お
よ
び
第
５
期
障

害
福
祉
計
画
・
第
１
期
障
害
児

福
祉
計
画
の
意
見
を
公
募

　

障
害
者
計
画
お
よ
び
第
５
期
障

害
福
祉
計
画
・
第
１
期
障
害
児
福

祉
計
画
は
、
町
民
が
障
害
の
有
無

に
関
わ
ら
ず
、
質
の
高
い
生
活
の

実
現
に
向
け
て
、
あ
ら
ゆ
る
場
面

で
基
本
的
人
権
が
保
障
さ
れ
る
社

会
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
を
目
指

す
た
め
、
本
町
の
障
害
者
施
策
推

進
の
基
本
と
な
る
も
の
で
す
。

　

障
害
者
福
祉
計
画
は
、
平
成
30

年
度
以
降
の
6
年
間
、
第
5
期
障

害
福
祉
計
画
・
第
1
期
障
害
児
福

祉
計
画
は
平
成
30
年
度
以
降
の
3

年
間
の
指
針
と
な
る
計
画
で
す
。

　

こ
の
計
画
案
に
対
し
て
、
町
民

の
か
た
が
た
の
意
見
を
聞
く
た

め
、
役
場
や
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

の
閲
覧
の
機
会
を
設
け
、
意
見
を

公
募
し
ま
す
。
い
た
だ
い
た
意
見

は
、
計
画
を
策
定
す
る
上
で
の
貴

重
な
材
料
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
皆
さ
ん
の
意
見
を
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。

○
募
集
期
間

　

２
月
13
日（
火
）～
２
月
28
日（
水
）

○
対
象

　

長
島
町
民
の
か
た

○
閲
覧
場
所

　

長
島
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
役
場

１
階
ロ
ビ
ー
、
役
場
指
江
庁
舎
１

階
ロ
ビ
ー

○
意
見
提
出
方
法

　

原
則
と
し
て
、
意
見
用
紙
を
用

い
て
、
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・

意
見
を
記
入
し
、
直
接
窓
口
に
提

出
す
る
か
、
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー

ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
意
見
用
紙
は
、
閲
覧
場
所
に
あ

り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
町
民
福
祉
課
社
会
福
祉
係

　

☎
（
86
）
１
１
５
７
［
直
通
］

高
齢
者
元
気
度
ア
ッ
プ
・
ポ

イ
ン
ト
事
業
の
ポ
イ
ン
ト
交

換
は
２
月
ま
で

　

高
齢
者
元
気
度
ア
ッ
プ
・
ポ
イ

ン
ト
事
業
お
よ
び
高
齢
者
元
気
度

ア
ッ
プ
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
事
業

に
登
録
し
て
い
る
人
は
、
２
月
末

が
ポ
イ
ン
ト
交
換
申
請
締
め
切
り

と
な
っ
て
い
ま
す
。
関
係
書
類
の

提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

長
島
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
（
86
）
１
１
５
３
［
直
通
］

　

交
通
事
故
や
病
気
な
ど
の
危
険

か
ら
守
る
た
め
に
、
猫
は
室
内
で

飼
い
ま
し
ょ
う
。
猫
は
、
環
境
を

整
え
て
あ
げ
る
と
、
室
内
で
も
十

分
生
活
で
き
ま
す
。
ま
た
、
ふ
ん

尿
や
菜
園
荒
ら
し
な
ど
、
周
り
の

人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

○
不
妊
・
去
勢
を
し
ま
し
ょ
う

　

健
康
な
猫
に
手
術
を
す
る
の
は

か
わ
い
そ
う
、
と
思
う
人
も
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
産
ま
れ
た

子
猫
を
責
任
を
持
っ
て
飼
う
こ
と

が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
不
幸
な

命
を
増
や
さ
な
い
た
め
に
不
妊
・

去
勢
手
術
を
し
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、
不
妊
・
去
勢
手
術
は
、
病
気

の
予
防
や
マ
ー
キ
ン
グ
行
為
の
減

少
に
も
な
り
ま
す
。

○
所
有
者
明
示
を
し
ま
し
ょ
う

　

飼
い
猫
だ
と
分
か
る
よ
う
に
、

所
有
者
を
明
示
し
ま
し
ょ
う
。
開

い
た
ド
ア
や
窓
の
隙
間
か
ら
脱
走

し
た
り
、
突
然
の
災
害
で
行
方
不

明
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
。
名
前
や
連
絡
先
を
書
い
た
迷

子
札
を
首
輪
に
つ
け
た
り
、
マ
イ

ク
ロ
チ
ッ
プ
を
施
す
こ
と
で
、
飼

い
主
の
元
に
戻
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
保
健
所

　

☎
（
62
）
１
６
３
６

鹿
児
島
県
霧
島
ア
ー
ト
の
森
の

臨
時
休
園

　

鹿
児
島
県
霧
島
ア
ー
ト
の
森
で

は
、
収
蔵
作
品
の
燻
蒸
処
理
等
実

施
の
た
め
、
次
の
期
間
、
臨
時
休

園
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

○
休
園
期
間

　

２
月
19
日（
月
）～
２
月
26
日（
月
）

　

の
８
日
間

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県
霧
島
ア
ー
ト
の
森

　

☎
０
９
９
５
（
７
４
）
５
９
４
５

平
成
29
年
分
確
定
申
告
の
期
限

内
納
付
と
振
替
期
日

　

納
税
は
近
く
の
金
融
機
関
（
日

本
銀
行
歳
入
代
理
店
）
や
税
務
署

の
窓
口
で
受
け
付
け
て
い
ま
す

が
、
申
告
所
得
税
お
よ
び
復
興
特

別
所
得
税
な
ら
び
に
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
（
個
人
事
業
者
）

の
納
税
は
、
金
融
機
関
の
預
貯
金

口
座
か
ら
引
き
落
と
し
と
な
る

「
振
替
納
税
」
が
大
変
便
利
で
す
。

利
用
し
て
い
な
い
人
は
、
是
非
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

少
量
危
険
物
の
貯
蔵
ま
た
は

取
り
扱
い
に
つ
い
て
お
願
い

　

少
量
の
危
険
物
を
貯
蔵
ま
た
は

取
り
扱
う
場
合
は
、
阿
久
根
地
区

消
防
組
合
火
災
予
防
条
例
に
基
づ

き
消
防
署
へ
の
届
出
が
必
要
で

す
。

　

指
定
数
量
の
５
分
の
１
以
上

（
個
人
の
住
居
は
２
分
の
１
以

上
）
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
を

「
少
量
危
険
物
」
と
い
い
ま
す
。

身
近
な
危
険
物
で
は
ガ
ソ
リ
ン
、

灯
油
、
軽
油
お
よ
び
重
油
が
該
当

し
ま
す
。

　

ま
た
、少
量
危
険
物
の
移
送（
ミ

ニ
ロ
ー
リ
ー
車
な
ど
）
に
つ
い
て

も
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

阿
久
根
地
区
消
防
組
合
東
分
遣
所

　

☎
（
86
）
０
１
１
９
［
直
通
］

　

阿
久
根
地
区
消
防
組
合
長
島
分
遣
所

　

☎
（
88
）
５
３
３
３
［
直
通
］

春
季
全
国
火
災
予
防
運
動

　

３
月
１
日
か
ら
３
月
７
日
ま
で

の
一
週
間
に
わ
た
り
、
春
季
全
国

火
災
予
防
運
動
が
実
施
さ
れ
ま

す
。

　

こ
の
運
動
は
、
火
災
が
発
生
し

や
す
い
時
期
を
迎
え
る
に
あ
た

り
、
火
災
予
防
思
想
の
一
層
の
普

及
を
図
り
、
も
っ
て
火
災
の
発
生

を
防
止
し
、
高
齢
者
等
を
中
心
と

す
る
死
者
の
発
生
を
減
少
さ
せ
る

と
と
も
に
、
財
産
の
損
失
を
防
ぐ

こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

　

空
気
が
乾
燥
し
、
風
の
強
い
日

が
多
く
な
り
ま
す
の
で
、
火
の
取

扱
い
に
は
十
分
注
意
し
、
火
災
予

防
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

平
成
29
年
度
全
国
統
一
防
火
標
語 

「
火
の
用
心　

こ
と
ば
を
形
に　

習
慣
に
」

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

阿
久
根
地
区
消
防
組
合
東
分
遣
所

　

☎
（
86
）
０
１
１
９

　

阿
久
根
地
区
消
防
組
合
長
島
分
遣
所

　

☎
（
88
）
５
３
３
３

猫
の
適
正
飼
養
推
進
月
間

　

２
月
は
猫
の
適
正
飼
養
推
進
月

間
で
す
。

　

鹿
児
島
県
で
は
、
猫
の
繁
殖
時

期
が
始
ま
る
２
月
を
「
猫
の
適
正

飼
養
推
進
月
間
」
と
定
め
、
猫
の

終
生
飼
養
お
よ
び
適
正
飼
養
の
啓

発
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

猫
を
飼
う
と
き
は
、
次
の
ル
ー

ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

○
室
内
で
飼
い
ま
し
ょ
う

　

な
お
、
平
成
29
年
１
月
か
ら
、

振
替
納
税
に
係
る
領
収
書
は
送
付

し
て
お
ら
ず
、
書
面
に
よ
る
証
明

が
必
要
な
人
に
は
、
口
座
振
替
が

さ
れ
た
旨
の
証
明
を
行
い
ま
す
。

○
平
成
29
年
分
確
定
申
告
の
納
付

期
限
と
振
替
納
税
の
振
替
日

・
申
告
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

納
付
期
限　

３
月
15
日
（
木
）

振
替
納
税
振
替
日　

４
月
20
日
（
金
）

・
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税（
個
人
事
業
者
）

納
付
期
限　

４
月
２
日
（
月
）

振
替
納
税
振
替
日　

４
月
25
日
（
水
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
税
務
署

　

☎
（
62
）
０
２
０
０

「
法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
」

で
相
続
手
続
き
を
応
援

　

法
務
局
で
は
、
法
定
相
続
人
が

誰
で
あ
る
の
か
を
登
記
官
が
証
明

す
る
「
法
定
相
続
情
報
証
明
制

度
」
を
平
成
29
年
５
月
29
日
か
ら

開
始
し
ま
し
た
。

　

相
続
手
続
で
は
、
亡
く
な
っ
た

人
の
戸
籍
謄
本
な
ど
の
束
を
、
相

続
手
続
を
取
り
扱
う
各
種
窓
口
に

何
度
も
出
し
直
す
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　

法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
は
、

登
記
所
（
法
務
局
）
に
戸
籍
謄
本

な
ど
の
束
を
提
出
し
、
相
続
関
係

を
一
覧
に
表
し
た
図
（
法
定
相
続

情
報
一
覧
図
）
を
併
せ
て
提
出
す

れ
ば
、
登
記
官
が
そ
の
一
覧
図
に

認
証
文
を
付
し
た
写
し
を
無
料
で

必
要
な
通
数
を
交
付
す
る
制
度
で

す
。

　

そ
の
後
の
相
続
手
続
で
は
、
こ

の
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

を
利
用
す
る
こ
と
で
、
戸
籍
謄
本

な
ど
の
束
を
何
度
も
出
し
直
す
必

要
が
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
各

手
続
の
審
査
機
関
の
負
担
も
軽
減

さ
れ
ま
す
の
で
、
是
非
と
も
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　

制
度
の
詳
細
は
、
法
務
省
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局
総
務
課

　

☎
０
９
９
（
２
５
９
）
０
６
６
７
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